
デジタルアーカイブと人材育成
デジタル・アーキビスト：デジタル・ネットワーク時代の知識基盤社会を支える人材

デジタルアーカイブ学会 研究大会 2017年7月22日
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岐阜女子大学 三宅茜巳・井上透



デジタルアーカイブの課題

・デジタルコンテンツ 共有のために

1. ガイドラインの策定
2. デジタルデータのオープン化
3. ポータルの作成
4. 人材育成
5. フォーラム
6. インセンティブ
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キーワード：活用

我が国におけるデジタルアーカイブ推進の方向性
（平成２９年４月 デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会・実務者協議会）参照



岐阜女子大学における人材育成教育

１）平成１６年度～１８年度
「デジタル・アーキビストの養成」
（文部科学省大学改革推進事業 現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム）

２）平成１９年度～２１年度
「社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラム」
（文部科学省委託 社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業）

３）平成２０年度～２２年度
「実践力のある上級デジタルアーキビスト育成」
（文部科学省大学院教育改革支援プログラム）
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・学部生、社会人、大学院生に対応したカリキュラム開発、教材開発、教育実践
・NPO法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構の設立 2006（平成18）年
・資格取得者 約３８００人



１）平成１６年度～１８年度
「デジタル・アーキビストの養成」

（文部科学省大学改革推進事業 現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム）
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ニーズ調査１ 2004年

デジタル・アーキビスト的な能力はどのような分野の人に必要か。
314名（学芸員、司書、教員、会社員、文化事業団職員、地方公務員、教育センター指導主事等）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

①とくに必要 ②必要 ③あまり必要としない ④必要でない 回答なし

文書館、図書館、博物館等
の担当者（学芸員）

県・市町村等の情報化担当
者
特許申請企業等の情報担当
者

情報流通担当者

教材など文化資料担当者、
学校等の教員

企業等で文化資料等の情報
担当

観光情報の担当者

商工会議所等の情報担当者

とくに必要 必要

とくに必要

とくに必要

とくに必要

とくに必要

とくに必要

とくに必要

とくに必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

著作権 86.3％

セキュリティー 75.5％

プライバシー 60.2％

映像・音声情報等の
記録とデジタル化 56.7％

商標権 49.4％

映像・音声・図形・文字情報の
活用・方法 45.9％

カテゴリー、キーワード等のメ
タデータ情報のつけ方42.7％
文化情報のビデオ･音声等の記

録方法 40.8％

データベースへの記録の方法
38.5％

データベースに何を記録するか
その方法 38.5％
情報検索 36.9％

情報処理システム 30.2％

ニーズ調査２ 2004年

デジタルアーキビスト育成教育における重要な点はなにか。

314名（学芸員、司書、教員、会社員、文化事業団職員、地方公務員、教育センター指導主事等）



求められる能力１
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求められる能力２
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DAのプロセスとデジタル・アーキビスト１
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DAのプロセスとデジタル・アーキビスト２



カリキュラム構成１
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カリキュラム構成２
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（知的財産権とプライバシーの許可処理等）  

文化の理解  

 
情報の記録・ 
収集・管理・ 
利用・創作活動 

法と倫理  

（知的財産と

プライバシー） 

A デジタル・アーキビスト概論  E 文化情報の利用  

（一部選択科目） 

C デジタル・アーカイブ開発  

D 文化情報の管理・流通・表現  

F デジタル・アーキビスト実習  

情報表現 情報と人権  

（情報管理と知的財産権の表示） 

（デジタル・アーカイブ化と知的財産権）  

 

（知的財産権と創造活動）  （情報のもつ知的財産権と人格権等） 

B 文化に関する基礎  

（選択科目）  
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主な授業内容 単位

デジタル･アーキ
ビスト概論

デジタル・アーキビスト学習内容,学習の方法,仕
事,活動,責任などの概要を解説 必須 2

文化論，文化財，文化史

選択

芸能,文学，書，観光文化，文化芸術産業，教
育，生活，映像文化（ＴＶ・映画作品等）･･･

選択

博物館，図書館，視聴覚教育，生涯学習，教育文
化 選択

デジタル・アーカイブス作成に必要な情報処理，
情報管理システム・基礎 必修 2

マルチメディア（映像・音声・文字等の撮影・入
力・デジタル化・記録整理） 必修 2

デジタル・アーカイブ，バーチャル・ミュージア
ムの構成 必修 2

コンテンツ収集・整理の知的財産，著作権，プラ
イバシー等の理解と処理 必修 2

データベース，情報検索システム，情報管理と流
通 必修 2

記録項目の構成，記録のカテゴリー化，索引語
（シソーラス），メタデータ（二次情報）の作成

必修 2

プレゼンテーション，文化情報メディア，表現と
知的財産 必修 2

デジタル・アーカイブ利用方法（文化・芸術，産
業，教育，生活等の活用） 選択 2

新しい文化活動でのデジタル・アーカイブの活用
（設置、情報検索、文化創造のための処理）

選択 2

撮影処理(ハイビジョン，デジカメ，フィルム，
スキャナー等の撮影・記録・処理）

必修 2

データベース登録，情報管理処理（映像，文字，
音声，楽譜等），情報検索処理 必修 2

知的財産権等の処理、メタデータ（二次情報），
情報のカテゴリー化，索引語の選定作業

必修 2

合計３４単位

デジタル・アー
キビスト実習
（実践）

各分野
２単位以上
選択し

合計８単位

文化に関する
基礎

デジタル・アー
カイブ開発

文化情報の
管理・流通

文化情報の
利用
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行動目標例



学修のプロセス
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必修分野
デジタル・アーカイブ

開発
文化情報の
管理

文化情報の利用Ⅰ デジタル・アーキビスト実習

１年次 情報と人権
ネットワークと

情報表現
情報表現

デジタル・アーキビスト概論 情報システムⅠ

マルチメディアⅠ 情報管理

マルチメディアⅡ

２年次 マルチメディアⅢ メディア論Ⅲ 文化情報メディアⅢ

情報システムⅡ

３年次 デジタル・アーカイブⅠ デジタル・アーカイブⅡ

基礎演習・応用演習

４年次 バーチャル・ミュージアムⅠ

バーチャル・ミュージアムⅡ

卒業論文



開発事例
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２）平成１９年度～平成２１年度
「社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業委託」

＜受講対象者＞

１）現在職業を有する者

２）子育て等により就業を中断した者

３）就職･再チャレンジ希望者

４）退職者等

＜3つのカリキュラム＞ (911)
１）デジタル・アーキビスト (127)
２）準デジタル･アーキビスト (640)
３）デジタルアーカイブ･コーディネータ

(144)

＜開発テキスト＞

１）文化情報処理

２）マルチメディア

３）マルチメディア演習

４）デジタル・アーカイブ

５）メディアと著作権

６）文化情報管理と流通

７）情報記録検索演習

８）文化情報システム

９）メタ情報処理演習

１０）文化情報メディア

＜開発教材＞

教材DVD データベース
17



３）平成２０年度～２２年度
「実践力のある上級デジタルアーキビスト育成」

（文部科学省大学院教育改革支援プログラム）
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必須科目：（12単位）
文化メディア特講I/II
文化メディア演習
デジタルアーカイブ特講I/II
デジタルアーカイブ演習

選択科目：（8単位）
・文化分野

文化学特講 言語文化特講
文化情報管理特講I/II
アーカイブ研究I/II/III
伝統文化特講I/II/III）、

・教育分野 ・書道文化分野



日本アーカイブ協会のカリキュラム
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＜DA＞
・デジタルアーカイブ入門
・デジタルアーカイブメディア論
・保存とメタデータ
・デジタルアーカイブ実践
（選択科目 メタデータ実習）
・デジタルアーカイブ選定評価
・著作権の概要
・計画と資料の収集
・デジタルアーカイブ文化論
デジタルアーカイブ活用と評価・
プレゼンテーション
・新しい活用（選択科目）
・デジタル・アーキビスト演習
・直前対策講座
・資格認定試験 （５日間）

＜準DA＞
・デジタルアーカイブ概論
・文化の理解
・資料選定のための評価と著
作権、個人情報、プライバシ
ー
・資料の収集（デジタルカメ
ラの基本操作）
・資料の収集（デジタルカメ
ラを用いた実習）
・資料の短期利用・長期保管
・デジタルアーカイブの利用
（最新事例に学ぶ）
・資格認定試験（２日/１日）



４） 企業・教育機関のデジタルアーカイブと
人材
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企業文化

想定した各種文化の
キーワード

我が国の文化政策
（平成26年度）のキーワード

文学 言語 芸術
異文化理解 文化財
文化遺産 伝統文化
教育文化 学校教育
博物館 図書館 文書館

芸術 メディア 映画
子供たちの文化芸術活動

地域文化 文化財 著作権 国語

国際交流 アイヌ文化 宗教 美術館
歴史博物館 国立文化施設

東日本大震災
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企業メセナ 有
企業文化 無

文化庁「我が国の文化政策」（平成26年度）の目次参照



企業アーカイブ

ビ
ジ
ネ
ス
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

組織アーカイブズ
＝企業アーカイブズ

組織内で作成されたもの、その組織と
外部との間でやりとりされた通信等の
記録資料を保存・管理・提供するもの

日本銀行金融研究所
アーカイブ
大阪大学アーカイブズ

収集アーカイブズ
あるテーマ・主題の下にさまざまな組
織で作成された記録資料を収集して
保存・管理・提供するもの

東京大学経済学部図
書館所蔵：山一証券を
はじめとするさまざまな
企業・団体・個人の非
現用文書
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『企業アーカイブズの理論と実践』（企業史料協議会編）参照



企業文化 社史

企業内の組織の連帯感、会社の原点、理念、ミッショ
ン、記憶、進むべき方向性等を含む会社の風土、雰囲
気、行動様式或いは企業のアイデンティティ，存在意義
等を総称したもの
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「同じように社史も、何年に何があったという企業内の事実の羅列ではなくて、社内
的には組織の連帯感を強固にしながら現在の歴史的位置と会社のおかれている
社会情勢の変化を確認し、社内外に会社の原点だとか理念だとか、あるいは会社
のミッションといったものを表明するし、共有するものであると思うのです。

さらに社史には、その中に必ず記憶があってそれが次の世の中にまた先導的な
役割をするという意味で、これから進む方向性を示す、未来への羅針盤というべき
役割があると私は考えています。」

（講演録「経営者のバイブルとしての企業史料と社史」福原義春 2011
７頁より引用）



中小企業

日本の企業約３８２万社のうち９９．７%が中小企業
８５．１％が小企業

（中小：3,809,228 小：3,252,254 大：11,110 全体：3,820,338） 

中小企業の定義
製造業:資本金3億円以下又は従業者数300人以下 （小２０人以下）
卸売業:資本金1億円以下又は従業者数100人以下（小５人以下）
小売業:資本金5千万円以下又は従業者数50人以下 （小５人以下）
サーヒ◌゙ス業:資本金5千万円以下又は従業者数100人以下（小５人以下）

（ 「中小企業白書 ２０１６」 経済産業省/中小企業庁 参照）
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何をどのようにアーカイブするか

何を 社業の動きがわかる経営資料（経営、広報、刊行物、総務、人事）
業務の全体がわかる組織資料（商品、営業、技術、生産製造）
会社の沿革や社史年表に記載されている事項に関する資料（沿革、事業史、年表）
会社の重要な出来事に関するトピック資料 物品等の物資料（静止画、動画、音源）

どのように 資料調査、現状把握、資料の価値判断と選定
目録、分類、整理
記録、デジタル化、修復、保存、管理、データベース
提供、プレゼン、HP、展示、公開、サイクル化
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社内にアーキビストの能力を持った人材を育成する事が必要
・当該企業のことをよく知っており、資料の価値判断を行い、残すべき資料の選定をする能力を持った人材
・資料の保存、整理、管理、提供等に関する技術や知識を持った人材
・経営者等会社幹部と直接コンタクトの取れる人材

大企業はともかく中小企業は？



企業におけるアーカイブの価値

アーカイブは信頼への入口
TRUST THROUGH ARCHIVES

３つの信頼

①社外・顧客・株主の信頼：この会社（製品、人）は信頼できるので、この会
社（製品、人）を選ぼう。投資しよう。 → 実績につながる。

②社外・世間の信頼：あの会社（製品、人）は信頼できる。あの会社の製品は
一流だ。立派な会社らしい。 → 評判があがる。

③社内・社員の信頼：我が社（上司、製品）は信頼できる。いい会社に入れた。
会社のために尽くそう。自分も信頼される社員になろう。夫（妻、子供）はいい
会社に勤務している。誇らしい。友人・知人にも胸をはって、この会社（製品）
を進めることが出来る。 → 人材獲得につながる。

アーカイブは未来を記憶する
ARCHIVE THE FUTURE

既存の考え：
①アーカイブというと、歴史や、過去、現状の記録が中心である。

②アーカイブでは、現物を収集し、収集した資料をデジタル化し、管理情報を
付加して保存管理し、HTML等で提示して、利用に供する。
提案：

①未来を「記録」するために、まだ、現物として存在しないものもアーカイブ化
するという視点に立つ。
②会社の理念・ヴィジョンをアーカイブ化する。

アーカイブは考える
THINK YOURSELF BY ARCHIVING

①会社の未来を見据えて、自社の理念、来し方、現状、将来、社会との繋が
り等について、自省、内省、省察する機会とする。

②自省、内省、省察する中で、会社の遺伝子として何を継承していくか、その
ためには何をアーカイブ化すべきかを社員一丸となって考える機会とする。

③会社の理念や方向性の確認、社員の意思統一などが、アーカイブ化の過
程を通じてはかられる。
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企業アーカイブの課題

• 現物資料とデジタル資料
• 社史からアーカイブへ

– 周年事業ではなく、継続的に資料を蓄積する
• 人材育成

– デジタルアーカイブ教育カリキュラムを見直し、企業アーカイブの観
点を導入

– カリキュラムを見直す為には企業アーカイブの調査研究の継続
– 企業資料の価値判断ができ、デジタルアーカイブ化の方法を身につ
けた人材を企業内部に育成

• アーカイブの利用方法を含めた提案 随時
– アーカイブ開発時だけにとどまらず、継続的に助言
– 経営者・社員と膝をつめて、会社にとって何をアーカイブするのか、ど
う利用するのかを共に考える

– 資料の追加と利用の促進 知の増殖型サイクル
– 株主総会、採用情報
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大学のアーカイブ

• 学校教育法施行規則（昭和２２年）
–表簿は・・・５年・・・学籍に関する記録は20年保存

• 2004年 国立大学法人化の影響

• 年史編纂
• 創設者の顕彰
• 特殊研究資料
• 研究アーカイブ 機関リポジトリ

• 教育アーカイブ
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教育アーカイブの利用 学修支援
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教育アーカイブの利用 指導力向上１

過去の

研究資料

学力向上の
手引き

教頭だより 校内研修

県教育庁義務教育課から県下の小学校へ配布 データに基づいて解説

岐阜女子大学 30



教育アーカイブの利用 指導力向上２

授業動画 指導助言

岐阜女子大学 31



課題
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過去から現在の資
料の保管

次の世代への伝承

選定（結果）

活用（実践）

創造

「サーチャー・アナリスト」（専門別）
利用目的に適した資料の検索、
選定のための資料の解析・分析・適否の判断

活用
活用結果の評価
（コーディネータが担当）

新しい資料（知）と創造・保管
評価結果から改善
（サーチャー・アナリストが担当）

「専門別コーディネータ」

資料の選定結果を用いて実践で活用でき
る資料の作成・指導

新しい知（資料）

過去・現在の資料

１ デジタルアーカイブの利用を支える人材の構成

２ 資格取得のための組織、機会の拡大
３ カリキュラムの不断の見直し
４ 研修会等の開催
５ 海外の人材育成事例の研究


